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合格者のみなさ ま へ

～「 未来を 切り 拓く 力を 、 こ こ から 」 ～

校長　 　 米　 谷　 　 繁

　 こ のたびは、 本校への合格、 誠におめでと う ご ざいま す。 皆さ んが積み重ねてき た努

力と 挑戦が、 今日の喜びにつながっ たこ と を 心から 祝福し ま す。 こ れから 始ま る 高校生

活は、 皆さ んにと っ て人生の大き な転機であり 、 未来への第一歩です。

　 姫商は、 創立 116 年の伝統と 歴史がある と と も に、「 日本一の商業高校、 日本一の教

職員集団」 を 目指し 、 昨年度は、 全国から 本校を 見学する 学校も 増えてき ま し た。 こ こ

には、 素晴ら し いポテン シャ ルを 持っ た生徒たちが集っ ていま す。 皆さ んも その仲間入

り です。

　 本校の教育理念は「 自ら 学び、 考え、 行動する 力を 育てる 」 こ と 。 生活綱領【 ①自分

で考え自分で行う 人と なろ う 。 ②創意工夫に生き る 人と なろ う 。 ③共に喜び生き る 人と

なろう 。】 を 胸に、 場面に応じ た行動（ TPO） を 大切にし ながら 、 学びを 実社会へつなげ

る 実践力を 重視し ていま す。 共通教科に加え、 専門科目の学習、 資格取得への挑戦、 探

究活動や企業と 連携し た PBL 型学習、 部活動、 学校行事など を 通し て、 計画力や行動力

を 高める と と も にコ ミ ュ ニケーショ ン 力を 育む機会や課題を 発見し 、 仲間と 協働し て解

決へと 向かう 経験を 積み重ねていき ま す。

　 教育 DX や AI パイ ロ ッ ト 校と し ての ICT 活用、 地域活性化を 目指し たイ ベン ト 型販売

実習、 国際イ ン タ ーン シッ プ等の国際交流・ 語学教育の充実、 シアタ ーラ ーニン グ、 姫

商カフ ェ など の様々な体験活動を 充実さ せており 、 皆さ んの可能性を 伸ばす環境が整っ

ていま す。 時には壁にぶつかる こ と も ある でし ょ う 。 し かし 、 その一歩一歩が、 皆さ ん

を 強く し 、 未来を切り 拓く 力と なり ま す。 失敗を 恐れず、 挑戦を続けてく ださ い。

　 私たち教職員は、 皆さ んの夢と 目標を 全力で応援し ま す。 こ こ で過ご す三年間が、 皆

さ んにと っ てかけがえのない時間と なり 、 誇り ある 未来への礎と なる こ と を 心から 願っ

ていま す。 共に学び、 共に成長し 、 最高の高校生活を 築いていき ま し ょ う 。
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１ 　 入学前後の日程表

 日　 時 場　 所 行　 事　 予　 定 備　 　 　 　 考

3/23（ 月） HR 教室 合格者説明会　 受付 12:00 ～ 【 持参するもの】

13:00 ～  　 ・ 通学証明書（ 必要な者） 提出 ・「 入学の手引」（ 当日配布します）

  　 ・ 教頭、教務、生徒支援、生徒指導、 ・ 筆記用具

  　 　 事務、 総務の担当者による 説明 ・ 中学時使用の体育館シューズ（ 生徒）

  　 　 及び諸注意 ・ スリ ッ パ（ 保護者）

説明会終了後  物品販売等 購入代金

 ピロティ  　 ・ 教科書、 副読本等の購入 （ 教科書、副読本、電卓、スリッパなど）

 2 棟教室 　 ・ スリ ッ パ（ 上履き 用） など 　

  　 ※物品販売等一覧表参照（ Ｐ 9 ～） ※制服、 体操服、 体育館シューズは、

   　 販売店での購入をお願いします。

4/8（ 水） 体育館 11:50 ～ 保護者は、 体育館内へ移動

11:50 ～  　 ・ クラス編成発表（ 体育館入口） クラス編成は、体育館前に掲示します。

  　 ・ 入学料、 諸会費納入（ 保護者等） 

  　 ・ 新入生は、ＨＲ 教室へ 新入生はクラス編成を確認し、HR教室へ

   移動してください。（ 12:30 着席完了）

   

  13:00 ～ 【 持参するもの】

  　 入学式 ・ 筆記用具

  　 式終了後生徒・ 保護者はＨＲ 教室へ ・ 体育館シューズ・ 上履き

  　 ・ 必要書類提出 ・ 提出書類

   ・ 入学料・ 諸会費納付金（ 10 万円）

  　 公共交通機関をご利用ください ・ スリ ッ パ（ 保護者）

4/9（ 木） 体育館 通常登校（ ８ :25 までに登校） 体操服受領

  対面式、Ｌ ＨＲ  

4/14（ 火） 体育館 通常登校（ ８ :25 までに登校） 

  部活動紹介 

４ 月下旬～  身体計測、 胸部 X 線撮影・ 心電図検 入学後、６ 月下旬までに、これらの検診

６ 月下旬  査、内科検診、尿検査、眼科検診、歯科 があり ます。

  検診、耳鼻科検診、運動器検診、色覚 次ページ（ Ｐ ３ ）に指示のある「 保健

  検査（ 希望者） 調査カード 」を必ず提出してください。
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2 　 提出物

提出物 チェ ッ ク 提出日等 注意事項

通学証明書交付願

 Ｐ ． 19

３ 月２ ３ 日（ 月）

物品購入後

物品購入後に本館１ 階の事務室へ提出

し てく ださ い。

選択科目希望調査

 Ｐ ． 20

３ 月２ ３ 日（ 月）

説明会時

第１ ～第３ 希望ま で記入し 提出し て く

ださ い。

入学料及び諸費用

 Ｐ ． 21

４ 月８ 日（ 水）

入学式ま で

入学式開式ま でに、 入学料等納付書に

組・ 出席番号・ 名前を 記入し 、 体育館

２ 階フロ ア内で納入し てく ださ い。

宣誓書・ 誓約書

 Ｐ ． 22

４ 月８ 日（ 水）

ＨＲ 担任へ

・  文書を よ く 読み、 責任をも って署名し

てく ださ い。

・  「 後見する 者」 は、 でき る だけ県内で

独立の生計を営む人にし てく ださ い。

※
保健調査カード

 Ｐ ． 23
各検診の際の参考資料と なり ま す。

※
個人調査票　 ２ 枚

 Ｐ ． 24 ～ 27

・  学習・ 生活指導上の参考にし ま す。

・  個人の秘密は守ら れま すので、 参考に

なる と 思われる 事は、 でき る だけ詳細

に記入し てく ださ い。

自転車通学許可願

 Ｐ ． 28

・  自転車通学者のみ提出し てく ださ い。

・  交通機関と 併用の場合も 、 学校へ自転

車で来る 場合は提出し てく ださ い。

・  学年の途中で通学方法・ 自転車を 変更

する 場合はその都度所定の手続き を し

てく ださ い。

独 立 行 政 法 人 日 本 ス

ポーツ 振興セン タ ー加

入同意書

 Ｐ ． 29

・  学校管理下において負傷し 、 受診し た

場合、 本センタ ーよ り 医療給付の適用

を受ける こ と ができ ます。

ぞう き ん２ 枚 名前を記入する 必要はあり ま せん。

キャ リ アパス ポート
各中学校で使用し て いま し たキ ャ リ ア

パス ポート を提出し てく ださ い。

（ 注） すべての提出書類は、 黒ま たは青のペンかボールペンで記入し てく ださ い。

　 　（ こ する と 消える ペン等は使用し ないでく ださ い。）

　 ※の書類は、 各自で角２ 号封筒を用意し 、 封筒の表にラ ベルを貼付けし て提出し てく ださ い。

　 　（ 提出用のラ ベルは、 Ｐ ３ 0）
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３ 　 授業料、 諸会費及び奨学金等

１ ． 授業料・ 高等学校等就学支援金・ 高校生等奨学給付金について

⑴　 授業料

「 高等学校就学支援金制度（ 下記⑵）」 があり 、 所得の制限に係る こ と なく 、 申請さ れる 全ての生徒に

ついて、 授業料の負担はあり ま せん。

申請さ れない方は、 次の授業料の納入をお願いし ま す。

納入金額等

期　 間 金　 額（ 円）

第１ 期（ ４ ～ ６ 月分） 29,700

第２ 期（ ７ ～ ９ 月分） 29,700

第３ 期（ 10 ～ 12月分） 29,700

第４ 期（ １ ～ ３ 月分） 29,700

⑵　 高等学校就学支援金制度

国から 授業料相当額が支給さ れる こ と によ り 、 生徒の授業料負担が軽減さ れる 制度です。

申請さ れる こ と によ り 、学校が生徒に代わって就学支援金を受け取り 、その生徒の授業料に充てる ため、

生徒（ 保護者等） が直接受け取る も のではあり ま せん。

詳細については、 資料を配布し ま すので、 確認をお願いし ま す。

⑶　 高校生等奨学給付金

各年度 7 月 1 日の基準日において、 保護者の年収の合計が 490 万円程度ま での世帯又は生活保護受給

世帯である 場合、「 高校生等奨学給付金」 を受け取れる 場合があり ま す。 申請方法など 、詳細については、

別途６ 月下旬頃にお知ら せし ま す。 上記の高等学校就学支援金と は別の制度です。

２ ． 入学料、 授業料及び学校徴収金の納入について

⑴　 入学式当日の入学料及び４ 月分の学校徴収金の納入について

入学料等については、 入学式の開式ま でに現金で納入し てく ださ い。

・ 納 入 額 100,000 円

　（ 内訳） 入学料　 5,650 円　 　 生徒会費 15,600 円　 　 学年費 58,750 円

修学旅行積立金　 　 20,000 円

・ 納入日時 令和 8 年 4 月 8 日㈬　 11： 50 ～ 12： 50

・ 納入場所 本校　 体育館 2 階
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【 4 月 8 日㈬入学式前の納入の流れ】

STEP ①　 　 4/8　 11:50 ～　 　 体育館前に掲示さ れる ク ラ ス 編成で組、 番号を確認

STEP ②　 　「 入学のし おり 」 21 ページ「 入学料・ 諸会費納入整理票、 領収書」 に

 組、 番号、 名前を記入する 。（ 入学のし おり から 切り 取ってく ださ い。）

STEP ③　 　「 入学料・ 諸会費納入整理票、 領収書」 と 現金 100,000 円を添えて

 本校体育館 2 階で納入し てく ださ い。

STEP ④　 　 入学式会場に着席し てく ださ い。

　

⑵　 学校徴収金の納入方法

授業料、 学校徴収金（ 生徒会費、 学年費、 修学旅行積立等） の納入につき ま し ては、 通学途中の紛失

や盗難など の防止のため、 収納代行業者（ 大阪ガス フ ァ イ ナンス 株式会社） によ る 口座振替を実施し て

いま す。

保護者等様がお持ちの任意の金融機関口座を ご 自身でＷＥ Ｂ 等から 口座登録を 行っ ていただき ま す。

詳細については、 ４ 月下旬から ５ 月上旬にお知ら せし ま す。

なお、 学校徴収金の口座振替は、 6 月分から 開始と なり ま す。

・ 振替手数料等 ( 学年費に含ま れま す。 )

　 　 口座登録手数料 275 円 / 件

　 　 口座振替手数料 55 円 / 件（ 授業料除く 、 口座振替不能時も 必要）

・ 口座残高の不足等によ り 口座振替不能と なった場合

　 　 授 業 料： 県の QR コ ード 付き 納付書によ る 納入（ 金融機関窓口又は電子納付）

　 　 学校徴収金： コ ンビニ納付（ 手数料 143 円 / 件必要）

【 入学料、 授業料、 学校徴収金一覧】

振替日

費　 目

入学式

現金納入
5 月 6 月

7 月

13 日

8 月

12 日
9 月

10 月

13 日
11 月

12 月

14 日
1 月 2 月 3 月 計

授業料　 ※ 1 - ‒ 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0

入学料 5,650 - - - - - - - - - - - 5,650

生徒会費 15,600 - - - - - - - - - - - 15,600

学年費　 ※ 2 58,750 - - 5,800 - - - - - - - 64,550

修学旅行積立 20,000 - - - 25,000 - 25,000 - 25,000 - - - 95,000

PTA 会費　 ※ 3 - - - 9,600 - - - - - - - 9,600

後援会費　 ※ 3 - - - 9,600 - - - - - - - 9,600

合　 計 100 ,00 0 0 0 25 ,000 25 ,000 0 25 ,000 0 25 ,000 0 0 0 200 ,00 0

上記振替金額を振替日の前日ま でに預金口座へ入金し てく ださ い。

※１ 　  授業料については、「 高等学校就学支援金」 の申請手続き を行う こ と で無償と なり ま す。 詳細は

別途おし ら せし ま す。

※２ 　 学年費にはス ポーツ 振興センタ ー掛金が含ま れていま す .

※３ 　 Ｐ Ｔ Ａ 会費、 後援会費は、 各入会後、 学校に徴収金事務を委嘱さ れた場合です。
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３ ． 奨学金について

　 申し 込み時期に応じ て、ホームルーム担任等を通じ て、募集要項をお知ら せし ま すので、希望する 場合は、

担任に申し 出てく ださ い。

【 主な奨学金】

名称
給付

貸与
月額 出願資格等 募集時期

高等学校教育

振興会奨学資金
貸与 18,000 円

勉学意欲があり ながら 、 経済的理由によ り 就学

が困難な者
随時

二木育英会 給付 30,000 円

学業優秀、 品行方正、 身体健康にし て学費の援

助が必要な者

姫路市内及びその周辺地区出身者で高等学校に

在学する 者

　 募集人員　 1 名

５ 月頃

あし なが育英会 給付 30,000 円

保護者が、 病気や災害、 自死など で死亡ま たは

障害認定を受けていて、 経済的な援助を必要と

し ている 家庭の子ど も

５ 月頃

※参考ウ ェ ブページ

高等学校奨学資金貸与制度

（ 公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会）

http://w ww .pure.ne.jp/~syougaku/ 

あし なが育英会

https://w ww .ashinaga.org/scholarship/for-applicants/ 
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２ ． 県立姫路商業高等学校における 必履修科目

教　 科
学習指導要領の必履修科目

（ 標準単位数）

本校の必履修科目

（ 単位）

国　 語
現代の国語（ ２ ） 1 科目 現代の国語（ ２ ）

商業科： 言語文化（ ２ ）

情報科学科： 言語文化（ ３ ）言語文化（ ２ ） 1 科目

地理歴史
歴史総合（ ２ ） 1 科目 歴史総合（ ２ ）

地理総合（ ２ ）地理総合（ ２ ） 1 科目

公　 民 公共（ ２ ） 1 科目 公共（ ２ ）

数　 学 数学Ⅰ（ ３ ） 1 科目 数学Ⅰ（ ３ ）

理　 科

科学と 人間生活（ ２ ）

から    

「 科学と 人間生活」

を含む２ 科目

ま たは

から ３ 科目

科学と 人間生活（ ２ ）

商業科： 生物基礎（ ２ ）

情報科学科： 物理基礎（ ２ ）

物理基礎（ ２ ）

化学基礎（ ２ ）

生物基礎（ ２ ）

地学基礎（ ２ ）

物理基礎（ ２ ）

化学基礎（ ２ ）

生物基礎（ ２ ）

地学基礎（ ２ ）

保健体育
体育（ ７ ） ～（ ８ ） 1 科目 体育（ ７ ）

保健（ ２ ） 1 科目 保健（ ２ ）

芸　 術

音楽Ⅰ（ ２ ）

　 　 から 1 科目

音楽Ⅰ（ ２ ）

美術Ⅰ（ ２ ）　 　 から １ 科目

書道Ⅰ（ ２ ）

美術Ⅰ（ ２ ）

工芸Ⅰ（ ２ ）

書道Ⅰ（ ２ ）

外国語 英語コ ミ ュ ニケーショ ンⅠ（ ３ ） 1 科目 英語コ ミ ュ ニケーショ ンⅠ（ ３ ）

家　 庭
家庭基礎（ ２ ）

　 　 から 1 科目 家庭基礎（ ２ ）
家庭総合（ ４ ）

情　 報 情報Ⅰ（ ２ ） 1 科目 情報処理（ ２ ） で代替

総合的な

探究の時間

総合的な探究の時間　 　 　 　 　

　 　（ ３ ） ～（ ６ ）
1 科目 総合的な探究の時間（ ３ ）

※　 商業に関する 学科においてはすべての生徒に履修さ せる 単位数は２ ５ 単位を下ら ないこ と 。

※　 上記の単位数の中に外国語の単位を５ 単位ま で含める こ と ができ る 。

�―

�―

�
�―
�―

�

�―

�―

�

�―

�―

�
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�
�
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6　 学校生活諸規則について

1　 服装について

⑴　 本校指定の学生服を着用する 。

⑵　  靴下は無地の白色、 紺色、 黒色（ ワ ン ポイ ント は可） と する 。 なお、 ス ト ッ キング、 タ イ ツ は黒

色ま たは肌に近い色と する 。

⑶　  靴は黒色のロ ーファ ー（ 厚底は禁止）、 又は白色か黒色を基調（ メ ーカーロ ゴ等以外は） と し た運

動靴（ ハイ カッ ト は不可） と する 。

2　 遵守事項

⑴　 登下校は規定の制服着用のこ と 。

　 　  ただし 、 部活動時において、 平日活動後の下校時、 土日祝日およ び長期休業中はジャ ージ等での

登下校を許可する 。

⑵　  冬季は、 制服の上から 華美ではない防寒着を 着用し ても よ いが、 着脱は駐輪場ま たは生徒昇降口

で行う 。

　 　 学生服の冬服を着ずに、 防寒着を着用する こ と は禁止する 。

⑶　 冬季は、 マフ ラ ー・ 手袋など を通学に着用し ても よ いが、 防寒着と 同様の扱いと する 。

⑷　 雨天のと き 、 自転車通学生は、 雨ガッ パを着用する こ と 。

⑸　 やむを得ない事情である と 学校が認めた場合、 異装について許可をする 。

3　 頭髪等について

⑴　 髪の染髪、 脱色、 加工等は禁止する 。

⑵　 肩よ り 髪が長い場合はゴムで括り 、 奇異な髪形は禁止する 。

⑶　 化粧等は禁止 ( 日焼け止めやリ ッ プ類は無色透明に限る )

⑷　 爪やま つげの加工等は禁止する 。

4　 登下校

⑴　 8:25 ま でに登校する こ と 。

　 　 遅刻ま たは欠席の場合は、8： 20 ま でに必ず保護者等から ス タ ディ サプリ にて連絡し ても ら う こ と 。

　 　 急を要する 場合は、 電話にて連絡する こ と 。（ 079-298-0437）

⑵　 完全下校時刻は、 年間を通し て 18:30 と する 。（ 強化指定部は除く ）

⑶　 登下校は、 原則と し て徒歩、 自転車及び、 バス ・ 鉄道など の公共交通機関と する 。

⑷　 自動車等によ る 送迎を原則と し て禁止する 。

　 　 ただし 身体的・ 健康上などの特別な事情がある と き は、 事前に申請をし て許可を受ける 。

⑸　 単車・ 自動車の運転免許取得・ 運転は禁止する 。

⑹　 自転車通学は、 所定の「 自転車通学許可願」 を出し て許可を受け、 鑑札を貼って使用する こ と 。

　 　  SG マーク 付き の自転車用ヘルメ ッ ト を準備し、 自転車に乗車する 場合は、 ヘルメ ッ ト 着用を推奨

する 。 交通ル－ルを守り 、 マナ－の向上に努める こ と 。
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※ ながら ス マホ運転、 ス マホ・ イ ヤホン使用運転、 傘差し 運転、 並列進行、 二人乗り 、 無灯火運転、 一

時不停止等は、 2026 年 4 月から 「 自転車反則金制度」 施行さ れ、 16 歳以上に適用さ れる こ と から 、

自転車違反防止に努める こ と 。

⑺　 通学鞄は、 華美でなく 教材類を保護でき る も のを各自で準備し て使用する こ と 。

　 　 なお、 他校の指定鞄や紙袋類は使用不可と し 、 鞄口が閉じ ら れる も のを推奨する 。

5　 携帯電話（ ス マート フ ォ ン） 等の取り 扱いについて

⑴　 原則、 校内での使用を禁止する 。

⑵　  携帯電話を 持っ てく る 場合は、 登校後、 電源を 切っ た状態で生徒昇降口の個人ロ ッ カーに施錠保

管し 、 教室への持ち込みを禁止する 。

⑶　 緊急の事情によ り 使用する 場合は、 許可をと り 、 職員室前で取り 扱う こ と 。

⑷　 登下校中の携帯電話（ ス マート フォ ン） 等の利用は、 道路交通法違反の観点から 厳禁。

6　 アルバイ ト の届出について

家庭の経済的理由など でやむを 得ない場合は、 担任・ 学年主任・ 生徒指導部及び、 保護者で協議し 、

教育的な観点から 検討する 。

※無断アルバイ ト は特別指導の対象と なり ま す。

7　 忌引き について

・ 　 父母（ 又は親権者） 死亡 5 日以内

・ 　 曽祖父母、 祖父母、 兄弟姉妹死亡 3 日以内

・ 　 伯叔父母死亡 1 日

7　 Ｂ Ｙ Ｏ Ｄ について

※ BYOD 端末 (iPad) の購入については、別紙「 BYOD 端末 (iPad) の購入について」 を参照し てく ださ い。

【 BYOD 利用上の留意点及びルール等】

⑴　 管理は各自で行い、 盗難や紛失、 破損に十分注意する こ と 。

⑵　 移動教室等の際、 机上や机の中、 カバンの見える 場所に放置し ないこ と 。

⑶　  校内での使用（ 休み時間や放課後も 含む） は学習目的に限る。 音量など 周囲の迷惑と なら ないよ

う 注意する 。

⑷　 校内でのカメ ラ 機能の使用は、 先生から の指示がない状況では使用し ないこ と 。

⑸　 タ ブレ ッ ト 端末と ス マート フ ォ ンと の連動は禁止する 。

⑹　  写真、 動画等のイ ン タ ーネッ ト 上への掲載は禁止と し、 学習目的で必要な場合は先生の許可を 得

る こ と 。

⑺　 個人の判断でのアプリ のイ ンス ト ールや、 イ ンス ト ールさ れている アプリ を削除し ないこ と 。

⑻　 考査時は、 個人ロ ッ カーで施錠保管する 。

⑼　 タ ブレ ッ ト の充電は必ず自宅で行う こ と 。 学校では行わないこ と 。

　 　 ※⑶～⑼について、 守ら れなかった場合は特別指導の対象と なり ま す。

⑽　 部活動で使用する 場合、 各ク ラ ブ顧問の先生の指示に従う こ と 。
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８ 　 通学定期、 証明書等

(1)　 通学定期の購入

新規購入には、 通学証明書が必要です。 3 月 23 日（ 月） に所定の用紙（ P19） に必要事項を 記入し 、

本館事務室に提出し てく ださ い。

発行依頼さ れたも のについては、 4 月 1 日（ 水） から お渡し でき ま す。

交通機関
適用期間

適用区間
1 箇月 3 箇月 6 箇月

Ｊ 　 　 Ｒ ○ ○ ○

自宅の最寄駅から

姫路駅、 手柄山平和公園駅、 英賀保駅、

ま たは播磨高岡駅ま で

山陽電車 ○ ○ ○
自宅の最寄駅から

山陽姫路駅、 手柄駅ま たは西飾磨駅ま で

神姫バス ○ ○ ○
自宅の最寄バス 停から

姫路商業高校前ま で

(2)　 証明書の発行

ア　 在学証明書、 通学証明書

　 　 事務室に申し 込んでく ださ い。

　 　 午前中の申し 込み分については、 その日の午後に発行し ま す。

　 　 午後の申し 込み分は、 翌日の発行になり ま す。

　  　 通学証明書は、 通学定期券の新規購入に必要と なり ま す。 継続購入の場合は、 生徒証と 使用中の

通学定期券で購入でき ま す。

イ 　 生徒旅客運賃割引証（ 略称、 学割証）

　  　 旅客鉄道株式会社（ Ｊ Ｒ 各社） の営業キロ で 100 キロ メ ート ルを超える 区間を乗車する 際に、 運

賃が割引になる 制度です。 発行ま でに日数がかかる ので、 余裕を も っ て学割証明書発行願を 担任へ

提出し てく ださ い。

－ 13 －



9　 令和 7 年度　 卒業生の進路状況（ 令和 8 年 1 月末現在）

本校は 115 年の長き にわたる 歴史・ 伝統と 卒業生の活躍によ り 、 企業から 多く の求人依頼がある など 、

各方面よ り 高い評価を 得ている。 ま た、 本校の特色と 生徒のサポート 体制から、 就職、 進学に強い学校

と なっ ている 。 新入生の皆さ んも 、 こ れから の 3 年間、 姫路商業高校で「 専門性」 を 高める と と も に、

社会に通じ る 「 人間力」 を磨き 、 将来社会に貢献、 活躍でき る 人に成長し てく ださ い。

【 63 回生】 63 回生
商業科 情報科学科

計
男 女 男 女

合　 　 計 93 103 30 9 235

【 　 就　 職　 】

令和 7 年度も 応募前職場見

学等を活用し 、 生徒自ら が希望

する 企業や職種を 決め、 的確な

対策をし て就職試験に臨み、 全

員が内定を決めている 。

ま た、 公務員を 希望する 生徒

も 早期よ り 受験対策に取り 組む

こ と によ り 、 複数の試験に合格

し た生徒も いる 。

【 　 進　 学　 】

学年の生徒の約 80 ％が進

学を希望し 、 経済、 経営、 商、

法、 情報、 地域創生、 教育、

ス ポーツ 、 看護等、 幅広い学

部を選択し ている 。

進学先は静岡、 滋賀、 和歌

山、 岡山、 山口、 香川、 名古

屋市立、 兵庫県立、 尾道市立、 高知工科等の国公立大学を はじ め、 同志社、 立命館、 関西、 関学、 京都

産業、 近畿、 甲南、 大阪経済、神戸学院等である 。 本校から の進学の特長は、 成績の評定平均と 資格取得・

実践的活動（ 部活動・ 課題研究） が出願条件の「 商業高校特別推薦」 や総合型選抜・ 学校推薦型選抜な

ど の多様な入試を活用し ている 点である 。

こ れら の入試では「 高校でど のよ う な取組を 行っ て、 何が身についたか」 等の「 人と し ての成長過程

を 他者にど う 伝えら れる か」 や「 ど のよ う な課題を ど う 分析し 、 学びを 深め、 発展さ せ解決さ せたか」

等が問われ、 高校生活の日々の学びを主体的に取り 組んでく ださ い。

職種別就職先
商業科 情報科学科

計
男 女 男 女

管理・ 専門・ 技術 0 0 0 0 0

事務 1 18 2 0 21

販売・ サービス 3 6 0 1 10

生産工程 7 0 0 0 7

輸送・ 機械運転 0 0 0 0 0

運搬・ 清掃・ 梱包等 0 1 0 0 1

公務員 4 3 0 1 8

その他 1 1 0 0 2

合計 16 29 2 2 49

進学先
商業科 情報科学科

計
男 女 男 女

四年制大学　 国公立 8 10 14 3 35

　 　 　 　 　 　 私立 44 32 11 4 91

短期大学 1 1 0 0 2

専門学校 12 30 2 0 44

その他（ 文科省管轄外） 2 0 0 0 2

未定 10 1 1 0 12

合　 　 計 77 74 28 7 186
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 姫路駅（ 北口）①番のり ば 姫路商業高校前バス のり ば

 時間 平日（ 月曜～金曜） 時間 平日（ 月曜～金曜）

 ６  　 　 　 　 　 　 ４ ５  ６  　 　 　 　 　 ３ ５

 ７  　 　 ３ ５ 　 　 　 　 　 　 ５ ５  ７  　 ０ ８ 　 　 　 　 　 　 　 ５ ７

 ８  　 　 　 　 　 　 ４ ５  ８  　 　 １ ５

 ９  　 　 　 　 　 　 ４ ５  ９  ０ ５

１ ０  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ０  ０ ５

１ １  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ １  ０ ５

１ ２  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ２  ０ ５

１ ３  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ３  ０ ５

１ ４  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ４  ０ ５

１ ５  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ５  ０ ５

１ ６  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ６  ０ ５

１ ７  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ７  　 １ ０

１ ８  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ８  　 　 １ ５

１ ９  　 　 　 　 　 　 ４ ５  １ ９  　 １ ０

２ ０  　 　 　 　 　 　 ４ ５  ２ ０  ０ ５

２ １   ２ １  ０ ５

※詳し く は神姫バス HP でご確認く ださ い。 　 　 　 　 　

1 2 　 バス 時刻表　 　 　

本校周辺図（ バス のり ば等）

①のり ば1

手柄山

平和公園駅
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自 転 車 通 学 許 可 願

学 校 鑑 札 番 号 ※姫商 号

　 　 　 　 　 　 学年　 　 　 組　 　 　 番 生 徒 名 男・ 女

　 　 　 　 　 　 学年　 　 　 組　 　 　 番 保護者名

　 　 　 　 　 　 学年　 　 　 組　 　 　 番 住所 TEL

自宅から 学校ま での通学経路（ 図示）

（ 最寄駅から 自宅ま でなど ）

防犯登録等 距離及び所要時間

防犯登録番号 距 離 約　 　 　 　 　 　 　 　 　 ㎞

メ ー カ ー 名 所 要 時 間 約　 　 　 　 　 　 　 　 　 分

色

車 体 番 号

☆注意事項

・  電動自転車、 マウ ンテンバイ ク 、 ク ロ ス バイ ク 、 ロ ード バイ ク 、 折り たたみ式、 及び荷台の

ない自転車等は不可。 ド ロ ッ プハンド ル、 V 字型ハンド ルは不可と し 、 ス タ ンド は鳥居型と

する 。

・ 自転車用ヘルメ ッ ト （ SG マーク 付） を必ず準備する こ と 。 無い場合は許可が下り ま せん。

・ 雨天の時は雨ガッ パ着用。

・ 自転車には必ず伴をかけて所定の自転車置場に駐輪する こ と 。

・ 規則違反及び交通ルール違反等を犯し た場合は、 自転車通学許可を取り 消すこ と も ある 。

※は記入不要

北
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14　 各種検定・ 資格

月 名　 　 　 　 称 料　 　 　 　 金

6 月 簿記検定（ 日商） 1 級 8,800 円 2 級 5,500 円 3 級 3,300 円

ビ ジネス 計算

実務検定（ 全商）

ビ ジネス 計算 1 級 1,300 円 2 級 1,300 円 3 級 1,300 円

普通計算　 珠・ 電 1 級 1,300 円 2 級 1,300 円 3 級 1,300 円

秘書検定（ 実技協） 1 級 7,800 円 準 1 級 6,500 円 2 級 5,200 円 3 級 3,800 円

簿記実務検定（ 全商） 1 級会計 1,600 円 1 級原価 1,600 円 2 級 1,600 円 3 級 1,600 円

実用英語技能検定（ STEP) 2 級 6,900 円
準 2 級

プラ ス
6,400 円 準 2 級 6,100 円 3 級 5,000 円

7 月 ビ ジネス 文書実務（ 全商） 1 級文書 1,500 円 2 級文書 1,400 円 3 級文書 1,200 円 速度部門 1,100 円

9 月 英語検定（ 全商） 1 級 1,600 円 2 級 1,600 円 3 級 1,500 円

情報処理検定

（ 全商）

ビ ジネス 情報 1 級 2,100 円 2 級 1,800 円 3 級 1,600 円

プロ グラ ミ ン グ 1 級 2,100 円 2 級 1,800 円 3 級 1,600 円

10 月
実用英語技能検定（ STEP) 2 級 6,900 円

準 2 級

プラ ス
6,400 円 準 2 級 6,100 円 3 級 5,000 円

11 月 秘書検定（ 実技協） 1 級 7,800 円 準 1 級 6,500 円 2 級 5,200 円 3 級 3,800 円

ビ ジネス 計算

実務検定（ 全商）

ビ ジネス 計算 1 級 1,300 円 2 級 1,300 円 3 級 1,300 円

普通計算　 珠・ 電 1 級 1,300 円 2 級 1,300 円 3 級 1,300 円

簿記検定（ 日商） 1 級 8,800 円 2 級 5,500 円 3 級 3,300 円

ビ ジネス 文書実務（ 全商） 1 級文書 1,500 円 2 級文書 1,400 円 3 級文書 1,200 円 速度部門 1,100 円

12 月 英語検定（ 全商） 1 級 1,600 円 2 級 1,600 円 3 級 1,500 円

財務諸表分析検定（ 全商） 2,100 円

財務会計検定（ 全商） 2,100 円

管理会計検定（ 全商） 2,100 円

1 月 簿記実務検定（ 全商） 1 級会計 1,600 円 1 級原価 1,600 円 2 級 1,600 円 3 級 1,600 円

情報処理検定

（ 全商）

ビ ジネス 情報 1 級 2,100 円 2 級 1,800 円 3 級 1,600 円

プロ グラ ミ ン グ 1 級 2,100 円 2 級 1,800 円 3 級 1,600 円

実用英語技能検定（ STEP) 2 級 6,900 円
準 2 級

プラ ス
6,400 円 準 2 級 6,100 円 3 級 5,000 円

2 月
商業経済検定（ 全商） 各 1,600 円

ビ ジ ネス 基礎・ マーケ テ ィ ン グ・ ビ ジネス マネジ メ ン ト ・ 商

品と 流通・ ビ ジネス 法規

簿記検定（ 日商） 1 級 8,800 円 2 級 5,500 円 3 級 3,300 円

秘書検定（ 実技協） 2 級 5,200 円 3 級 3,800 円

随時 情報処理推進機構　

情報処理技術者試験
7,500 円

（ IT パス ポート ・ 応用情報技術者・ 基本情報技術者・ 情報セキュ

リ ティ マネジメ ン ト ）

簿記検定（ 日商）　 ネッ ト 受験 2 級 5,500 円 3 級 3,300 円

秘書検定（ 実技協）　 ネッ ト 受験 2 級 4,900 円 3 級 3,600 円

（ 2025 年 12 月末の情報であり 、 今後受験料が変更になる こ と も あり ま す）
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15　 販売店一覧表

品　 　 名 店　 　 名 住　 　 所 電　 　 話 Ｆ Ａ Ｘ

教科書・ 副読本・
①

　 井上書林

〒 670-0868

姫路市大野町 53
079-225-1141 079-225-1142

男子・ 女子制服

ブラ ウ ス ・

カッ タ ーシャ ツ

黒ロ ーファ ー

②

　 山田屋制服店

〒 670-0924

姫路市紺屋町 30
079-223-0710 079-223-5760

体操服・ 通学靴

体育館シュ ーズ

③

　 ㈱飯塚運動具店

〒 671-1121

姫路市広畑区

東新町 1 丁目 34

079-236-4121 079-236-9449

ス リ ッ パ
④

　 ㈱三宅商店

〒 670-0043

姫路市小姓町 76
079-298-9310 079-298-3351

電　 　 卓 　 ㈱原田商事

〒 678-0051

相生市那波大浜町

18-10

0791-22-1215 0791-22-7406

カッ パ 三宅商店の他、 各ホームセンタ ー、 江口防水布工業、 ヒ ロ セ体育堂、 永宏商事等

購入物品販売配置図（ 3 月 23 日）
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